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本建物調査報告書の利用上の留意点について 

 

１．使用について 

本建物調査報告書（以下「本報告書」）は、後述の調査目的に応じて、業務委託者から業務

委託を受けて報告書作成者が中立の立場で調査・作成したものです。 

本報告書の開示又は利用は、その一貫性を維持する為に常に添付の資料を含み全体で行

われることを原則とし、この原則の不履行に起因する損失・損害・訴訟・責務・要求等の一切

から佐賀建築まち設計室は免責されるものとします。 

本報告書の開示又は利用は、調査委託者の責任において行うものとし、その行為に起因す

る損失・損害・訴訟・責務・要求等の一切から佐賀建築まち設計室は免責されるものとしま

す。 

 

２．網羅性について 

本報告書は、性質上概略的なものであり、且つ包括的に全てを網羅することを意図しないた

め、業務委託者が、必要に応じて発注したる、更なる詳細調査により、本報告書中の提案・

指摘事項を再評価する必要を生じさせる、追加の情報が明らかになる可能性があります。 

 

３．提供資料について 

本報告書は、建物所有者等から提供された資料、関係者へのヒアリング調査から得られた

情報に基づき作成されております。よって、提供資料やヒアリング内容の充実性により本調

査内容は多大な影響を受けます。 

 

４．一般性について 

本報告書に記載されている修繕は一般的な工法によるものに限られ、具体的に工事を行う

ことを想定した場合に通常採用される、工法選定－施工計画－数量積算－価格見積の手

順を経たものではない為、修繕が実行される前にそれぞれの部位の状態に応じて工法や材

料を施工業者と協力の上、検討する必要があります。 

設備機器関係は提示されている竣工図等を基準にしているため、改修工事・オーナー工事

等でヒアリング以外に変更された部分は反映されていません。 

佐賀建築まち設計室の役割は、技術的な側面についての助言であり、本報告書に記載され

ている数値・価格は、当該物件の調査及び本報告書の作成をした時点で想定される指数・

概算であるので、現在及び将来において、その発生を担保するものではありません。 

 

５．免責について 

本報告書の目的は修繕工事等について助言をすることであり、本報告書の別の目的での使

用に起因して当該使用者または第三者に発生する損害もしくは損害賠償責任等その他一

切の法的問題から佐賀建築まち設計室は免責されます。また、佐賀建築まち設計室は提供

された資料・情報が正確であることを前提に本報告書を作成しており、これらの資料・情報の

誤りに起因して発生する損害については責任を負うものではありません。 

 

６．限界性について 

本報告書は限られた工期・予算の下に、提供された資料・関係者へのヒアリング及び現場調

査に基づき作成されております。調査中における、これらの情報以外の技術的調査は一切

行っておりませんので、解釈等においてはおのずから限界性があります。 

 

 

 

サ
ン
プ
ル



2 

 目次  

 

 

    本建物調査報告書の利用上の留意点について 

 

１．目的と業務範囲         ・・・・・・・・・・・・・・・  ○○ 

１．１   調査目的 

１．２   調査診断方法 

１．３   業務範囲 

１．４   調査担当者 

 

２．総括              ・・・・・・・・・・・・・・・  ○○ 

  ２．１   全体概要 

  ２．２   全般的所見 

  ２．３   緊急を要する修繕事項 

  ２．４   推定必要費用 

  ２．５   推奨事項 

  ２．６   建築物評価 

 

３．物件概要            ・・・・・・・・・・・・・・・  ○○ 

        ３．１   立地概要 

        ３．２   建物概要 

        ３．３   設備概要 

 

４．建築物診断             ・・・・・・・・・・・・・・ ○○ 

   ４．１   修繕更新履歴 

   ４．２   建築の診断 

 

５．遵法性               ・・・・・・・・・・・・・  ○○ 

   ５．１   建築基準法関係法規への適合性 

        ５．２   バリアフリー法等への対応 

 

６．修繕更新費用           ・・・・・・・・・・・・・・  ○○ 

   ６．１   緊急・短期修繕更新費用 

   ６．２   中長期修繕更新費用 

  

７．再調達価格            ・・・・・・・・・・・・・・  ○○ 

        ７．１   再調達価格 

      

    ８．環境リスク診断          ・・・・・・・・・・・・・・  ○○ 

        ８．１   敷地概要 

        ８．２   建築物の有害物質含有調査 

        ８．３   敷地環境調査（土壌汚染） 

 

９．地震リスク診断          ・・・・・・・・・・・・・・  ○○ 

        ９．１   現状分析 

９．２   地盤概要 

        ９．３   地盤の液状化 

サ
ン
プ
ル



3 

        ９．４   耐震性能評価 

        ９．５   地域地震特性 

        ９．６   地震危険度 

        ９．７   予想最大損失率 

        ９．８   事業中断及び復旧期間の推定 

        ９．９   まとめ 

 

   １０．添付資料               ・・・・・・・・・・・・  ○○ 

       １０．１   現況写真 

       １０．２   提供書類 

       １０．３   環境リスク診断補足資料 

       １０．４   地震リスク診断補足資料 

１０．５   修繕更新費用資料 

１０．６   設計図書類資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サ
ン
プ
ル



4 

１．目的と業務範囲  

 

1．1 調査目的 

本報告書は、本業務委託者が不動産売却を検討するに当たり、技術レポートとして不動産の状況

評価を行なう事を目的として作成したものです。よって、必要事項の簡潔表記を基本としております

ので、成果品の外見上の見栄えを計るための修飾は極力避けております。 

 

1．2 調査診断方法 

 以下の項目の調査診断方法に基づき、調査診断を行ないました。 

・ 受領した各種書類調査 

・ 建物管理者へのヒアリング調査 

・ 現地目視調査 

（打診、触診、試運転、足場・ゴンドラ利用による調査は含みません） 

（同じ仕様の機器や仕上げについては、一部の抽出調査により全体を把握するものとしま

す） 

・ 現地建物に管理されている各種書類調査 

 

1．3 業務範囲 

 調査診断方法に基づき、以下の■項目の調査診断を行ないました。 

  

 物件概要 

  ■立地概要 

  ■建築概要 

  ■設備概要 

  

建築物診断 

  ■建築の診断 

  ■設備の診断 

□その他（          ） 

       

遵法性 

■建築基準法関係法規への適合性 

■高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法） 

  

修繕更新費用 

  ■緊急・短期修繕更新費用 

  ■中長期修繕更新費用 

  

再調達価格 

  ■再調達価格 

 

 環境リスク調査 

■敷地概要 

■敷地使用歴 

■周辺地域の土地利用状況 

  ■アスベスト 

■ＰＣＢ 

■フロンガス 
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□その他の有害物質（          ） 

 

      敷地環境調査 

■土壌汚染 

■地下水汚染 

□その他の有害物質（          ） 

 

      地震リスク調査 

■現状調査 

■地盤・建築構造概要 

■地盤の液状化 

■耐震性能評価 

■地域地震特性 

■地域地震歴 

■地域の地震メカニズム 

■地震危険度 

■当該建物の予想最大損失率（ＰＭＬ：Probable Maximum Loss） 

□複数施設の予想最大損失率（ＰＭＬ：Probable Maximum Loss） 

□事業中断及び復旧期間の推定 

 

 

1．4 調査担当者 

 現地調査、分析、報告書の作成は、佐賀建築まち設計室が行いました。 

 概要及び担当者は下記のとおりです。 

 

      主調査機関 

一級建築士事務所 佐賀建築まち設計室 

（大阪府知事登録第イ－２２８３８号） 

 

・総括     佐賀弥章（一級建築士・設計専攻建築士） 

・建築     佐賀弥章（一級建築士・設計専攻建築士） 

・設備     佐賀弥章（一級建築士・設計専攻建築士） 

・積算     佐賀弥章（一級建築士・設計専攻建築士） 

・構造・耐震  佐賀弥章（一級建築士・設計専攻建築士） 

・補佐・写真  ○○○○（一級建築士） 

・敷地環境調査 ○○○○（環境省指定調査機関 主任技術者） 
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 ２．総括  

この章に記載された内容は町名変更、用途地域の変更等以外は、全て提供資料によります。 

 

２．１ 全体概要 
 

名  称 ○○○○ビル 

所在地 ○○市○○区○○○○丁目○○ 

地域地区 商業地域（容積率８００％、建ぺい率８０％）、防火地

域 

駐車場整備地区、日影規制なし 

敷地面積 ○○㎡（建築確認申請書による） 

延べ面積 ○○㎡（建築確認申請書による） 

建物用途 事務所、店舗、駐車場 

（建築確認申請書による） 

階  数 地上○○階 地下○階 

（建築確認申請書による） 

構  造 ○○造（建築確認申請書による） 

竣工年月 １９○○年○○月○○日 

（検査済証による） 

設計者 （株）○○設計事務所 

施工者 ○○建設（株） 

構造設計者 （株）○○構造設計事務所 

 

 

２．２ 全般的所見 

 

１．意匠概要 

建物竣工後○○年が経ち、全体的な劣化状況は築年数に見合った相応の状態です。

良好な建物維持管理の観点より、今後も継続して適切な修繕計画に基づく修繕を推奨し

ます。 

２．設備概要 

相応の築年数が経ち隠蔽部分の劣化に不安が残ります。消防関係は検査を受検・合

格しており問題は見受けられません。また、将来の電気容量増に対応できるか不明で

す。 

３．構造概要 

 新耐震設計規準に則り設計され、耐震性の高い構造だと判断できます。目視で確認しう

る構造躯体（パイプシャフト内、エアダクト内、天井点検口内、各種機械室内）を点検したとこ

ろ、雑壁を除き構造クラックは確認できませんでした。 

 

２．３ 緊急を要する修繕事項 

１． 外部看板の道路占用許可等、看板所有者からの手続きが必要です。 

２． 屋上電気温水器の漏水につき、点検が必要です。 

３． 連結送水管の耐圧試験が必要です。 

４． 避難階段のスペース確保と避難降下口の障害物除去が必要です。 

５． 漏水痕の調査が必要です。 

６． １階火災受信盤前の物品の移動が必要です。 

７． 消火用水槽の、蓋の施錠が必要です。 
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２．４ 推定必要費用 

緊急を要する修繕費及び予想される今後１０年間の修繕更新費の合計金額は、 

--，---，---円です。 

   尚、当費用には一般的な工法での仮設費、経費、諸保険料が含まれます。 

 

２．５ 推奨事項 

１．図書が不足しています。今後の修繕計画のためにも、構造・設備・電気等を含んだ現況図

を作成しておくことをお勧めします。 

２．外壁の劣化診断をお勧めします。 

 

２．６ 建築物評価 

■遵法性 

■ 建築基準関係規定への適合性 ・・・ 部分的に不適合があります。 

■ バリアフリー新法への対応 ・・・ 既存不適格であり、使用に支障はありません。 

□ 省エネルギーへの対応  ・・・ 特に該当ありません 

 

■ 修繕更新費用積算 

    ■緊急・短期修繕更新費用・・・  ￥-，---，---－ 

    ■中長期修繕更新費用・・・   ￥--，---，---－ 

 

■ 再調達価格 

￥---，---，---－ 

 

■ 環境リスク調査 

■ アスベスト 

詳細な調査を推奨しますが、緊急度は低いです。 

■ ＰＣＢ 

含有の可能性は低いと考えられます。 

■ フロンガス 

今後の改修の際に、一部更新が必要です。 

□ その他の有害物質 

特に該当ありません。 

 

■ 敷地環境調査 

   ■ 土壌汚染 ・・・ 汚染に関わる問題がある可能性があります。 

   ■ 地下水汚染 ・・・ 汚染に関わる問題の可能性は、低いです。 

■ その他の有害物質 ・・・ 特に該当ありません。 

 

■ 地震リスク調査 

   ■ 耐震性能評価 ・・・ 所要の耐震性を満足していると考えられます。 

   ■ 地盤の液状化 ・・・ 液状化の可能性は低いです。 

   ■ 地震危険度 ・・・ 地表面最大加速度４５０ガル（再現期間４７５年） 

   ■ 予想最大損失率（ＰＭＬ） ・・・ ○○％（１０％の非超過率） 

   ■ 事業中断及び復旧期間の推定 ・・・ ライフライン復旧後最大○日程度 
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 ３．物件概要  

 

３．１ 立地概要 

立地特性 

公共交通機関 ○○○線「○○○」駅から 徒歩○分 

主要幹線道路 
国道○○○号線 から東へ○○○ｍ 

府道○○○線 から北へ○○○ｍ 

地域特性 
商業ビル・事務所ビル・娯楽施設が連担する商業地区です 

特段の嫌悪施設はありません 

地理的条件 

地形 平坦地、高低差なし 

前面道路 

北側 

市道○○線 

（舗装・幅員○○ｍ） 

被災履歴 

水害・火災 ありません 

その他 ありません 

 

 
平成１７年度土地利用現況 
大阪市都市計画局 平成１７年調査 
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３．２ 建築概要 

 

Ａ．敷地・所在地 

建 物 名 称 ○○○○ビル 

所 在 地 ○○市○○区○○○○丁目○○ 

敷 地 面 積 ○○㎡（建築確認申請書による） 

竣工年月 １９○○年○○月（■建築検査済証による □建物登記簿謄本による） 

築 年 数 築○○年目（２００８年現在） 

   

Ｂ．構造・規模（建築確認申請図書による） 

構 造 ○○造 

基 礎 杭基礎 

最高高さ ○○ｍ 

軒 高 ○○５ｍ 

階 数 地上○階 地下○階 塔屋○階 

建築面積 ○○㎡ 

延べ面積 ○○㎡ （竣工時点容積対象面積：○○㎡） 

建 ぺ い 率 ○○ ％ （竣工時点） 

容 積 率 ○○ ％ （竣工時点） （現状○○％・残存容積○○％） 

耐震基準 １９８１年以降の新耐震規準に準拠している 

駐車台数 ○○台（現状より） 

エレベーター台数 ○台 

  

Ｃ．法的処理 

建築基準法 建築確認申請（建築物、昇降機） 共に検査済証あり 

都市計画法 なし 

その他許認可 なし 

  

Ｄ．仕様 

主要外部仕上げ（設計図書による） 

屋 根 コンクリートコテ押さえ露出アスファルト防水 

外 壁 ＡＬＣt=100吹付タイル 

  

主要内部仕上げ（設計図書による） 

天井 岩綿吸音板 

壁 ＰＢｔ＝１２の上、ビニルクロス 

床 ビニル床タイル 

  

Ｅ．企画・管理 

設計者 （株）○○設計事務所 

施工者 ○○建設（株） 

運営管理会社 （株）○○管理 

 
そ の 他 
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３．３ 設備概要 

電気設備 

キュウピクル式 
受 変 電 設 備 

３相 100KVA×１・単相 100KVA×１ 

なし 
発 電 機 設 備 

 

直流装置 
蓄 電 池 設 備 

整流器 ６Ａ ５１．６Ｖ    バッテリー ６Ｖ×８ 

自動火災報知器受信設備 
中 央 監 視 等 

 

 

空調設備 

熱 源 設 備 
なし 

空 調 方 式 
空冷ヒートポンプパッケージエアコン 

換 気 設 備 
全熱交換型換気扇 

天井埋込型換気扇 

排 煙 設 備 
無（自然排煙） 

 

 給排水衛生設備 

高置タンク方式（引き込み５０ｍｍ） 

高架水槽 ＦＲＰ製有効５．６㎥ 

受水槽 FRP製有効容量記載なし 
給 水 方 式 

揚水ポンプ ５０φ ２８０Ｌ/ｍｉｎ×２ 

電気温水器 ３００Ｌ・高耐食性ステンレス 
給 湯 方 式 

個別電気温水器  

雑排水水中ポンプ 

４０φ １００Ｌ/ｍｉｎ×２ 汚 ・ 雑 俳 湧 水 ポ ン プ 

 

 

 防火・防災設備 

消火器、屋内消火栓 
消 火 設 備 

消火ポンプ ５０φ３００Ｌ/min 

自動火災報知機 
警 報 設 備 

 

避難器具、誘導灯、誘導標識 
そ の 他 の 設 備 

個別セキュリティ 

 

 搬送機設備等 

１基 
エ レ ベ ー タ ー 

 

なし 
エ ス カ レ ー タ ー 
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 ４．建築物診断  

本章の調査においては、あくまで巡回目視の条件下での診断といたします。よって、建築診断に

おける触手や打診また設備診断における試運転等は一切行っておりません。また不具合箇所の修

繕の必要性については、緊急の重要性のある部分を除いて、推奨案にとどめておりますので最終判

断は使用者・管理者に委ねることとします。 

 

４．１ 修繕更新履歴 

 最近の（大規模）修繕の履歴 （主なもの） 

修繕年月 修 繕 内 容 金額(千円) 

平成○○年○月 ○○修理 ￥---,--- 

平成○○年○月 ○○修理 ￥---,--- 

平成○○年○月 ○○取替え ￥---,--- 

平成○○年○月 ○○修理 ￥---,--- 

平成○○年○月 ○○入替え ￥---,--- 

平成○○年○月 ○○修理 ￥---,--- 

平成○○年○月 ○○修理 ￥---,--- 

平成○○年○月 ○○改修 ￥---,--- 

平成○○年○月 ○○洗浄 ￥---,--- 
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４．２ 建築の診断 

現地目視調査を行った所見は、下記の通りです。テナント部分への立入はおこなっておりません。 

緊急・中長期修繕に関する評価の基準は以下の通りとします。 
評価 評 価 内 容 

Ａ 経年による劣化が少なく、良好な状態  

Ｂ 
劣化、機能維持等のため、適時の更新又は修繕が推奨される指

摘事項 

 

Ｃ 
劣化、機能維持等のため、中長期的な更新又は修繕が推奨され

る指摘事項 
中長期 

Ｄ 
緊急性は少ないが、機能維持等のため、早期に更新又は修繕

が推奨される指摘事項 
短期 

Ｅ 緊急性が高く早急な更新又は修繕が推奨される指摘事項 緊急 

調査項目は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物点検マニュアル・同解説」に準拠し

行いました。 

調査日 ２０○○年○○月○○日 

点検者 佐賀弥章、○○○○ 

Ａ．建物外部・内部点検表 

所見 

 交通量が多い地域ですが、建物外部は特に大きな損傷等は見られません。但し、防水の傷みなど

がありますので、早期に対処し長期的に機能を維持できるよう管理することをお勧めします。また、周

辺環境に起因する違法駐輪等がみられます。 

 内部は、概ね良好ですが、避難経路が屋外階段又は避難バルコニーの２方向に計画されており、

唯一の避難階段が、一部のテナントの物品のため避難の障害になっています。館内規則等で徹底

を図る必要があります。 

  

 

改善が推奨される項目（抜粋） 

 部位 仕様 程度 状況 
写真

No． 

建

物

外

部 

屋上 

屋上 

 

屋外階段 

 

 

屋外階段外壁 

 

南面 

北側 

 

 

北側 

 

鋳鉄 

ＡＳ防水 

 

鉄造 

 

 

ＡＬＣ 

 

- 

舗装タイル 

 

 

- 

 

Ｃ 

Ｃ 

 

Ｅ 

 

 

Ｃ 

 

Ｄ 

Ｄ 

 

 

Ｄ 

 

ドレン廻りに障害物があり、撤去・清掃が必要です 

劣化が見られます 経過を観察し定期的な修繕をお勧め

します 

避難経路ですが備品が置かれている階があり、移動が必

要です。有事の際ほとんどの在館者が階段を利用すると

思われ、特に注意が必要です 

目立たない部分ですが、各階に汚損が見られます 定期

的に清掃することをお勧めします 

備品が隣地に越境しています 移動が必要です 

道路とみなされる部分が、周辺の環境に伴い自転車置場・

自販機置場・ゴミケース置場に転用されています 整理が

必要です 

船場後退線内にテラスが設けられています オープンテラ

スにするなど歩行者への配慮を推奨します 

1 

2、9 

 

5、6 

 

 

11 

 

13、14 

16、17 

 

 

19 

 

内

装 

２階排煙窓 

 

８階男子トイレ 

 

 

７階壁 

 

７階トイレ 

  〃 

湯沸し室 

アルミ 

 

ビニルクロス 

 

 

ビニルクロス 

 

ビニルクロス 

- 

スチール 

Ｄ 

 

Ｄ 

 

 

Ｄ 

 

Ｄ 

Ｄ 

Ｄ 

開放装置の引手の位置を示す目印がありません 貼付が必要で

す 
手洗いの水かかり部分に、クロスの剥がれがあります 今

後進行しますのでメラミン化粧板など耐水性のある材料で

の補修をお勧めします 

クロスにクラックがあります 下地ごと動いている可能性が

ありますので、下地仕上げとも補修が必要です 

汚損が目立ちますので、補修が必要です 

点検口の蓋がありません 設置が必要です 

３方枠に塗装剥れがあります 枠全面の再塗装が必要で

す 

23 

 

24 

 

 

25 

 

26 

27 

28 

サ
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４階トイレ 

 
 

ビニルクロス 

 
 

Ｄ 

 
 

フラッシュバルブ後ろのクロスに汚れが目立ちます 防汚

性のある材料を使用するか 便器の位置を壁から離すこと
をお勧めします 

29 

 
 

そ

の

他 

外部看板 

 

 

避難降下口 

- 

 

 

－ 

Ｅ 

 

 

Ｅ 

１階店舗の看板が道路に越境していますので看板所有者

からの道路占用許可が必要です。また、４ｍを超える場合

は建築確認申請が必要です 

１階降下口に障害物があり、避難の妨げとなっています 

移動・整理が必要です 

20 

 

 

33 
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Ｂ．電気設備点検表 

 

所見 

 空調方式は、単一ダクト方式から、空冷ヒートポンプパッケージ式に変更され、概ね良好に管理さ

れています。それに伴い、未使用の電力盤があり、詳細調査をお勧めします。また、コンセントの劣

化、誘導灯の未更新、非常用照明の未設置、煙感知器の未更新など問題があります。消防用設備

等検査結果報告書に指摘の事項に対処してください。 

 

改善が推奨される項目（抜粋） 

 部位 仕様 程度 状況・対策 
写真

Ｎｏ 

幹
線
設
備 

ケーブルラック 

 

 

アルミ 

 

 

Ｃ 

 

 

もらい錆と思える発錆があり 劣化を抑えるためにも

ケレンが必要です 

 

3 

 

 

電
灯
設
備 

２階事務室 
 
 

誘導灯 

 

 

Ｄ 

 

避難先ではないため誘導灯が消灯していますが、

避難経路と見間違うなど、不明確です。消防署と協

議の上、対応が必要です。 

16 

 

 

弱
電
設
備
そ
の
他 

検針ユニット 
 

 

－ 
 

Ｄ 
 

 

記録紙にインク汚れがみられます プリンタヘッド等
の点検をお勧めします 

14 
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Ｃ．建築設備点検表 

 

所見 

空調方式は、空冷ヒートポンプパッケージ式であり、必要に応じ補修を行い概ね良好に管理され

ていますが、一部の旧冷媒を順次新冷媒に更新してください。また、室外機送風口廻りに物品があ

り能力の劣化を招く恐れがありますので、整理が必要です。 

各種給排気ファンが劣化しており、定期点検・試運転をお勧めします。 

湧水槽・消火水槽のふたが開いた状態になっており、危険ですので施錠してください。防災設備

にいくつかの不備がありますので、交換・点検をして下さい。エレベーターは近年更新され、良好で

す。定期検査を受検してください。 

 

改善が推奨される項目（抜粋） 

  仕様 程度 状況・対策 写真Ｎｏ 

空
調
機 

空調室外機 

 

 

空調室外機 

 

 

 

空調室外機 

 

空冷ヒートポンプ 

 

 

ラッキング 

 

 

 

ファン廻り 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｄ 

 

一部の冷媒が旧冷媒（Ｒ２２）ですので 

ガスの交換時、新冷媒に順次交換して

ください 

ラッキングに汚損・変形が見られます 

補修をお勧めします 汚れがめだちま

すので特にフィルター部分の清掃をし

て下さい 

吹出し口廻りに物品が置かれています 

能力の低下につながりますので 周辺

を整理することが必要です。 

10 

 

 

11 

 

 

 

12、13 

 

 

給
排
水
設
備 

電気温水器 

 

 

 

混合栓 

高耐食性ＳＵＳ 

 

 

 

ダブルグリップ 

Ｅ 

 

 

 

Ｄ 

漏水がみられます 運転中の漏水は異

常ではありませんがそれ以外であれば

逃がし弁等の故障の可能性があります

ので点検をお勧めします 

緩みが目立ちます 同等品での修繕を

お勧めします 

5 

 

 

 

8 

 

ガ
ス
設
備 

     

防
災
設
備 

送水管 

 

連結送水管 

 

双口 

 

- 

 

Ｄ 

 

Ｅ 

 

消防活動の妨げになります 十分なス

ペースを確保してください 

消防点検において、耐圧検査を行うこ

とを指示されていますが記録がありませ

ん 未済の場合は行ってください 

15 

 

- 

搬
送
設
備 
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 ５．遵法性  

 

５．１ 建築基準法関係法規への適合性 

 

本件建物の遵法性に対する所見は、以下の通りです。 

１． 駐車場が店舗に用途変更されています。１００㎡未満のため建築確認申請の手続きは不

要ですが、適法に改修が行われているかを示す設計図書等の書類がありません。 

２． ２００３年７月の法改正により、２４時間換気が義務付けられました。既存不適格※建築物と

なりますので、増改築等の計画時は換気の配慮が必要です。（既存不適格※・建築基準

法施行令第２０条８） 

３． エレベーターの遮煙区画に関して２００２年６月の法改正による遮煙性能がありません。増

改築等の計画時は是正工事が必要です。(既存不適格※・建築基準法第１１２条１４項二

号) 

４． 屋外看板の大きさを示す図面がありませんが、４ｍを超えている場合は建築確認申請が必

要です。（建築基準法第８８条） 

５． 屋外看板が道路に越境しています。看板所有者からの道路占用許可が必要です。（道路

法第３２条） 

６． 大阪市ひとにやさしいまちづくり指導要綱に準拠していません。（既存不適格） 

 

※用語の解説 

【既存不適格】：既存不適格とは、建築した時点では建築基準法またはこれに基づく命令、条例に適

合していた建築物で、建築後に行われた法改正や都市計画の変更などにより、現行の規定に適合

しなくなった状態のことを指します。 

 既存不適格建築物は、現行の建築基準法等に抵触していますが、違反にはならず、原則としてそ

のままの状態で使用、存在が認められています。 

 

 

 

本建物において、入手確認できた主な公的書面は以下のとおりです。 

確認通知書 （建築物）：平成○○年○○月○○日 第○○号 ○○市建築主事 

検査済証 （建築物）：平成○○年○○月○○日 第○○号 ○○市建築主事 

確認通知書 （昇降機）：平成○○年○○月○○日 第○○号 ○○市建築主事 

検査済証 （昇降機）：平成○○年○○月○○日 第○○号 ○○市建築主事 

建築基準法第１２条３項報告書 

建築設備定期検査報告書 

消防点検結果報告書 

消防設備検査済証 
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５．２ バリアフリー法等への対応 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（通称：バリアフリー新法）及び関連条

例等が施行され、政令で定める建築物を新築または改修する場合は、適合が義務付けらました。 

当該建物は、「大阪市ひとにやさしいまちづくり指導要綱」による特別特定建築物にあたり、当該

特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講じなければならな

いとされています。 

但し、本件建物は、「大阪市ひとにやさしいまちづくり指導要綱」に準拠していない状態ですが、新

築時は当時の基準に適合していたと考えられ、以後の指導要綱改正により不適合となったもので

す。 
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 ６．修繕更新費用  

 

６．１ 緊急・短期修繕更新費用 

 

機能上、日常の予防保守よりも優先的に修繕や交換が必要な物理的不具合や保守の遅れ

ている項目、各種法規上の改善が必要な事項等の修繕費用を示します。 

 

建 築 ￥---，--- 

電 気 ￥---，--- 

給 排 水 ￥---，--- 

空 調 換 気 ￥---，--- 

搬 送 機 ￥---，--- 

合 計 ￥-，---，--- 
 

６．２ 中長期修繕更新費用 

 

検討期間１０年間において発生すると思われる標準的な修繕・更新等、改善を推奨する事

項等の修繕費用を示します。 

 

建 築 ￥--，---，--- 

電 気 ￥--，---，--- 

給 排 水 ￥--，---，--- 

空 調 換 気 ￥--，---，--- 

搬 送 機 ￥--，---，--- 

合 計 ￥--，---，--- 

 

 上記より検討期間１０年間における年間平均修繕費用は、 

 ￥-，---，---／年 

 です。 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 修繕費算出条件 

  

1. 表示金額の単位は円です。 

2. 表示金額には消費税は含まれません。 

3. 表示金額は本調査を実施した時点での時価であり、その後の物価の変動等を考慮して

いません。 

4. 各項目の修繕時期年度・更新時期年度については、今後、環境及びメンテナンス（維持

保全）、使用頻度等により数年前後変動することがあります。 

5. 目視調査及びご提供いただいた資料から予測される概算金額を積算したものであり、実

際の修繕費を保証するものではありません。 

6. 耐震補強費は計上していません。 
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 ７．再調達価格  

 

７．１ 再調達価格 

 

既存の調査対象建物を本調査時点で、同設計、同仕様により新規に建設したと仮定した場

合の建設に必要な一般的な費用としての再調達価格を算出します。 

 

共 通 仮 設 ￥--，---，--- 

建 築 ￥--，---，--- 

電 気 ￥--，---，--- 

給 排 水 ￥--，---，--- 

空 調 換 気 ￥--，---，--- 

搬 送 機 ￥--，---，--- 

外 構 ￥--，---，--- 

諸 経 費 ￥--，---，--- 

合 計 ￥---，---，--- 

 

よって、再調達価格は、 ￥---，---，--- と算出しました。 

 

 

※ 別途工事：家具・什器類、カーテン、ブラインド、消火器、看板、広告塔、サイン工事、テ

ナント部内装・設備、電話機器及び配線警備保障工事、敷地測量、地質調査、地中障

害物撤去工事、既存建築物解体撤去工事、設備撤去工事 

 

※ 別途費用：電力・給水・ガス引込及び排水接続負担金、受電後引渡しまでの基本電気料

金、日照・電波障害などの近隣対策費及び補償料、諸官庁指導による追加変更工事、

設計料、移転引越費用 
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 ８．環境リスク診断  

 

８．１ 敷地概要 

 当該建物の敷地は、北・東の２方向道路に挟まれた角地で、東側に商業・事務所ビル、北側に商

業・事務所ビル・駐車場、南側に事務所ビル、西側に商業ビルが建築されています。 

 

８．２ 建築物の有害物質含有調査 

（アスベスト） 

アスベストは石綿とも呼ばれており、天然に産出する繊維状ケイ酸鉱物の総称です。耐熱性、耐

薬品性に優れており、物理的強度もあることから、かつては糸や織物に加工して耐熱性の手袋や消

防署員の防火服、自動車のブレーキシュー、耐熱パッキン材、耐火被覆材などに多用されてきまし

た。 

建物に関しては、吹付耐火被覆（ロックウール等）、スレート、セメント平板、プラスチックタイル、煙

突内貼り材、空調ダクトのフレキシブル継手、パッキン、通気配管用のセメント管等に使用されてきま

した。 

ところがアスベストの微細な繊維が、肺ガンの誘因になることから、徐々に炭素繊維などの代替品

や置き換えられています。近年の建物に関しては、アスベストを含まない建材が使用されています。 

アスベストの規制については、１９７５年に特定化学物質等障害予防規則の改定により、吹付アス

ベストが禁止されました。 

アスベスト含有建材の、恐れのある使用年代と使用箇所の概略は次のとおりです。 

 

 
大阪府作成「建築物の石綿（アスベスト）対策について」より抜粋 
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当該建物は竣工図より、 

エレベーター機械室天井に耐火被覆として「鉄網パーライトモルタル」、 

室内天井に「ケイカル板」、 

外壁室内側に「石綿パーライト板」、 

鉄部耐火被覆として「吹付ロックウール」 

が使用されています。 

アスベスト含有パーライトモルタルは、１９８８年頃まで製造とされており、他の建材は、データベー

スから、アスベスト含有ケイカル板：２００２年頃まで製造、石綿パーライト板：１９９９年頃まで製造、石

綿含有ロックウール：１９８７年頃まで製造とされています。 

よって、当該建物の設計年（１９９４年）から、レベル１のアスベスト建材使用の恐れは低く、レベル３

の成形板については、詳細な調査･分析が必要です。但し、非飛散性ですので緊急を要しません。 

 

尚、本調査では建物診断欄で説明どおり、天井裏や給水管・排水管の保護処理部分等隠蔽部分

の調査は行っておりません。今後詳細調査を実施し、万一アスベストが確認された場合は、「大気汚

染防止法」「労働安全衛生法」「特定化学物質等障害予防規則」「廃棄物の処理及び清掃に関する

法律」「公害防止条令」等の定めにより、飛散の恐れのある吹付け材は早急な措置、それ以外は建物

解体時に、適切な処理をする必要があります。 

 

（ＰＣＢ） 

ポリ塩化ビフェニル（以下「ＰＣＢ」）は、不燃性、電気絶縁性が高く化学的に安定なことから、トラン

ス、コンデンサの絶縁油をはじめ合成樹脂の可塑剤、塗料、印刷インキなど幅広い用途に使用され

ていました。しかし、１９６８年にカネミ油症事件が発生、その毒性が社会問題化し、１９７２年に行政

指導により製造中止の指示がなされ、１９７４年に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法

律」が施行されており、ＰＣＢの製造・輸入・使用が原則禁止となりました。事実上１９７２年８月末まで

に製造・使用が中止されています。 

 

当該建物は、電気設備工事完成図書から、油入り変圧器の使用が確認できますが、メーカーであ

る松下電器産業では１９７２年に製造中止しており、ＰＣＢ混入の可能性は極めて低いといえます。 

さらに、２００３年３月２０日（平成１５年）に経済産業省より「１９８９年（平成元年）以前に製造された

変圧器等は微量ＰＣＢの混入の可能性は否定できない」との見解がだされていますが、当該建物は１

９９５年建築であり、使用されている変圧器については、メーカーである松下電器産業において、 

「１９９０年１０月より、油メーカーにおいて微量ＰＣＢの検査を開始し、ＰＣＢ不検出であることを確認

しています。」 

との発表がなされており、ＰＣＢ混入の可能性は極めて低いといえます。 

参考ではありますが、ＰＣＢが確認された場合は、当該変圧器等の使用を廃止した際に、「ポリ塩

化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（ＰＣＢ特別措置法）」等の定めにより、

保管状況等の毎年度の届出や、２０１６年７月までの処分等、適切な処理をする必要があります。 

 

（オゾン層破壊物質） 

フロン・ハロンなど、オゾン層破壊物質として地球環境上の問題物質とされていますが、人体への

影響は極めて少ない物質です。フロンについては、空冷ヒートポンプパッケージ等の冷媒にＲ２２等

を使用していることがあります。但し、通常これらのガスが漏れることは少なく、問題はないと考えられ

ます。 

 

当該建物について、空冷ヒートポンプパッケージエアコンの冷媒に一部旧冷媒（Ｒ２２）を使用して

います。現状で使用することには制限はありませんが、２００４年より総量規制が始まっており、次回機

器改修時には新冷媒（Ｒ４０７Ｃ等）に交換することをお勧めします。 
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８．３ 敷地環境調査（土壌汚染） 

 

この度、当該地の土壌汚染リスクを把握するために履歴調査を致しましたので次のとおり報告しま

す。 

尚、対象地は土壌汚染対策法の規定する特定施設の届出はありません。当該報告書の、周辺の

もらい汚染の調査に於いては、土壌汚染の理論的解釈の観点（汚染サイトよりの汚染の拡散範囲の

決定が極めて困難）から、直近の履歴のみ
．．．．．．．

を対象と致します。 

 

・土地の履歴調査 

対象地は、明治○○年頃には市街宅地で、現在○○、○○、○○、○○、○○の 5 筆からなりま

す。 

 

地目は、明治○○年頃から現在まで宅地となっています。 

 

所有者の変遷は以下のとおりです。 

 明治○○年 より○○○○及び○○○○から複数の個人に移転を繰り返し 

 昭和○○年  売買により、○○○○に移転 

 平成○○年  売買により、○○○○株式会社に移転 

 平成○○年  売買により、○○○○に移転 

 平成○○年  売買により、○○○○興産株式会社に移転 

 平成○○年  合併により、○○○○産業株式会社に移転され現在に至る。 

 

 

建築履歴は、土地の履歴調査総括表を参照願います。 

 

他に、管理有害物質取扱い業者の土地利用や、投棄、野焼きを疑わせる経緯は確認できません

でした。 
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・土地の履歴調査総括表 

年 代 土地の使用履歴 
特定有害物質の 

使用履歴 

隣接地からのもらい汚

染の可能性 
根拠資料 

明○○年～ 宅地であったこと
がわかる 

なし 
 

隣接地にて工場等汚
染をもたらす可能性の

ある稼動がみられない 

旧土地台帳 

昭和○○年～ 診療所、居宅が増
築されたことがわか

る 

なし 隣接地にて工場等汚
染をもたらす可能性の

ある稼動がみられない 

建築確認証明書 

昭和○○年～ 診療所、居宅があ
ったことがわかる 

なし 西側に中島金属箔粉
南側に大阪美術工作

所及び浪速精煉所営

業により汚染をもたら
す可能性有 

旧住宅地図 

昭和○○年～ 店舗兼居宅が取壊

され、事務所兼居
宅が建築されたこ

とが分かる 

なし 西側に中島金属箔粉

南側に大阪美術工作
所及び浪速精煉所営

業により汚染をもたら

す可能性有 

建物閉鎖謄本 

旧土地台帳 

平成○○年～ 上記建物が取壊さ

れたことがわかる 

なし 隣接地にて工場等の

ある稼動がみ られな

い。 

建物閉鎖謄本 

旧土地台帳 

平成○○年～ 
       現在 

事務所・店舗・車
庫が建築されたこ

とがわかる 

なし 
 

隣接地にて工場等汚
染をもたらす可能性の

ある稼動がみ られな
い。 

建物謄本 
旧住宅地図 

 

・ 調査結果 

 

以上、土地の利用履歴等調査の結果、対象地は、明治○○年にはすでに宅地化され、昭和○○

年には、診療所や居宅が建っていました。 

昭和○○年に店舗兼居宅が建築され、 

平成○○年に事務所・店舗・車庫が建築され 現在に至っており、特定有害物質の使用はありませ

ん。 

よって、土壌汚染の恐れは少ないものと判断します。 

但し、対象地隣接は、昭和○○年より平成○○年頃まで西側で○○○工業、南側で○○○工作

所及び○○○精煉所が営業していたことにより、もらい汚染の可能性は否定できません。 

 

 

 

８．３．２ 地下水汚染 

 敷地及び近隣（直近）において、地下水汚染に関する化合物を扱う生産施設などが存在していた

記録は見当たりません。したがって、地下水汚染に関わる可能性は低いと判断されます。 

 

 

 ８．３．３ その他の有害物質 

 特に該当ありません。 
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 ９．地震リスク診断  

 

９．１ 現状分析 
 

耐震設計基準   ■調査 □調査不可 
   ■1981 年以降 □1971～80 年   □1970 年以前   □評定・評価 

耐震性能に係る増改築及び用途変更 

  ■調査 □調査不可 □無       □要調査 ■有 
耐震要素 架構システム ■調査 □調査不可 ■問題無   □一部問題有    □問題有 

 耐震･免震等機構 ■調査 □調査不可 □有       □有るが問題有   ■無 

 基礎（支持地盤） ■調査 □調査不可 ■良好     □不明（未調査）  □問題有 
 平面形状（偏心） ■調査 □調査不可 □整形     ■多少偏心      □偏心大 

 立面形状(ｾｯﾄﾊﾞｯｸ等)  ■調査  □調査不可 □整形    ■一部不整形    □不整形 
 ピロティー ■調査 □調査不可 ■無     □有るが問題小   □問題有 

 短柱 ■調査 □調査不可 ■無     □有るが問題小   □問題有 

 過去の被災経験 ■調査 □調査不可 ■無     □有るが被害小   □被害有 
 耐震補強の要否 ■調査 □調査不可 ■問題無  □要検討        □要補強 

劣化状況 ひび割れ ■調査 □調査不可 ■問題無  □有るが問題小   □問題有 
 鉄筋露出及び錆 ■調査 □調査不可 ■問題無  □一部問題有    □問題有 

 ｺﾝｸﾘ ﾄー剥離 ■調査 □調査不可 ■問題無  □一部問題有    □問題有 

 たわみ ■調査 □調査不可 ■問題無  □一部問題有    □問題有 
 

液状化 過去の記録 ■調査 □調査不可  ■無        □有 

 液状化の可能性 ■調査 □調査不可  ■問題無   □一部問題有   □問題有 
周辺地盤 不同沈下 ■調査 □調査不可  ■問題無   □一部問題有   □有 

 地盤状況 ■調査 □調査不可  ■問題無   □やや軟弱     □軟弱･崖地 
 

設計図書による調査 

 構造図 ■調査 □調査不可  ■問題無   □要検討    □問題有 
 構造計算書 ■調査 □調査不可  ■問題無   □要検討    □問題有 
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９．２ 地盤概要 

・地盤 

地質は、平成○年○月に実施した調査によると、地表から○○ｍ付近までは砂層、○○ｍ付近まで

は粘土層、○○ｍまではシルト混り砂層、○○ｍまでは粘土層、以下は礫混り砂層と砂礫層となって

います。 

 

９．３ 地盤の液状化 

構造計算書によると、液状化安全率が○．○○であり、液状化の可能性は低いと考えられます。 

また、大阪府危機管理室の液状化危険度図では、当該地は「液状化が発生しにくい」範囲に含ま

れます。よって、液状化の危険性は極めて低いと考えられます。 

これらより、液状化の可能性は今回のＰＭＬの算定には考慮しません。 

 

９．４ 耐震性能評価 

設計基準 

・ 耐震設計は、１９８１年に改正された建築基準法の耐震関係規定に準拠しています。当設計基準

のおける構造物の耐震性能目標は、「耐用年限中に数度遭遇する程度の地震(中地震)に対して

は､建築物の機能を保持すること。また、建築物の耐用年限中に一度遭遇するかもしれない程度

の地震（大地震）に対し、建築の架構に部分的なひび割れ等の損傷が生じても、最終的に崩壊

から人命の保護を図ること」とされています。 

・ 設計方針は、全階○○造の純ラーメン構造です。 

・ 設計ルートは構造計算書より、Ｘ方向・Ｙ方向(長辺･短辺方向)でルート３を適用しており一次設

計地震力(地表面加速度約０．２Ｇである中程度の地震を想定)に対し層間変形角(≦１／２００)の

確認を､二次設計地震力(地表面加速度が約０．２５G～０．４G である大地震を想定)に対し、保有

水平耐力の確認を行っています。 

 

耐震性能に関わる構造的特徴 

耐震性能に貢献すると考えられる、当建物の構造的特徴を以下に示します。 

・ 当建物は、地上○階建であり、構造種別は○○構造です。 

・ 建築基準法で定める建物の高さは、軒高○○ⅿ、最高部高さ○○ⅿの事務所を主要用途とする

中層建築です。階高は１階で○○ⅿ及び基準階で○○ⅿです。 

・ 平面形状は、長辺○○ⅿ、短辺○○ⅿの形状をしています。吹き抜けは内部階段、エレベータ

ー昇降路と、一般的な部分です。立面方向について、○階より上部がセットバックしています。 

・ 床形式は、デッキプレート＋鉄筋コンクリート構造の合成スラブです。 

・ 基礎形式は杭基礎とし、支持層はＧＬ－○○ⅿ以深の砂礫層であり、Ｎ値○○です。 

・ 当該建物は平面的に Ｘ・Ｙ方向共 柱・梁はほぼ均等配置されていることから、地震の際建物に

捻れによる損傷が生じる可能性は低く、安全であると考えられます。保有水平耐力も○○を超え

ており、耐震的に安定しています。 

・ 水平荷重に対して、層間変形角はＸ方向１／○○、Ｙ方向１／○○以下であり、比較的剛性の高

い建物となっています。 

・ 地盤状況は良好であり、建物および周辺道路のひび割れ・傾斜は見られず、本体建物は強固な

支持層に杭基礎で支持されており、周辺地盤は液状化の可能性は低い地層となっています。 
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９．５ 地域地震特性 

・過去の地震歴 

当該地域は、１９９５年１月１７日、淡路島を震源地とする、マグニチュード７．２の兵庫県南部地震

を経験していますが､その後、大地震は起こっていません。 

 

・地域における影響度の大きい震源 

・ 当該敷地に大きな影響を及ぼすと考えられる地震の発生メカニズムは、次の２タイプが考えられ

ます｡駿河湾沖に存在するユーラシアプレートと、フィリピン海プレートの境界に存在する南海トラ

フを震源とする海溝型地震であり、このタイプの地震の最大規模は､マグニチュード８程度と予想

されます。次に、陸域に存在する活断層を震源とする直下型地震ですが､海洋型と比較するとこ

の地震の規模は幾分小さいといえます｡しかしながら、マグニチュードが小さくとも､震源からの距

離が小さい場合は地震動が大きくなる可能性があります。 

・ 当該敷地に影響を及ぼすと考えられる主な活断層は､生駒断層帯､上町断層帯､有馬高槻断層

帯､六甲一淡路断層帯､高塚山断層､御所谷断層、羽曳野断層帯、和泉北麓断層帯､大阪湾断

層、山崎底断層､淡路島中部断層郡等が挙げられます。 

 

９．６ 地震危険度 

５０年間に１０％の確率で超えうる(再現期間４７５年間)予想地表面加速度:４００～４５０ｇａｌ

(cm/sec2)程度と予想されます。 

 

９．７． 予想最大損失率 

・予想最大損失率（ＰＭＬ） 

当建物のＰＭＬは９．４５％程度であると推定されます。 

 

建築物に関するＰＭＬ(Probable Maximum Loss)は、想定される大規模の地震が発生した場合、どの

程度の損害を被るかを、予想復旧費用の再調達価格に対する比率（％）で示したものです。但し、本

報告書におけるＰＭＬ値は、信頼度が９０％である数値と定義します。また一般にＰＭＬは建物のみの損

失率を表し、生産設備機器、家具、火災、被災者に対する補償、営業中断による損失は考慮されてい

ません。 

 

本報告書におけるＰＭＬの算出方法は、地震危険度・液状化危険度・構造評価・設計基準・構造及び

設備の耐力のばらつきを基に、当該建物の工事細目毎の損壊率を求め、当該建物の地震による被害

額を別に求めた当該建物の再調達価格で除すことにより直接導いています。 

ＰＭＬのセーフティーラインは、一般的な見方として、１０％以下は比較的容易に修復可能な軽度

の損害と理解し問題ないものとし、１５％あるいは２０％を超えた場合にリスクを軽減する措置を講ずる

（社団法人 ＢＥＬＣＡ 出典資料による）とされており、その扱いは各投資家・各機関に委ねられるも

のです。 

また、地震に対する安全指標については、耐震診断に委ねられます。 

 

９．８ 事業中断及び復旧期間の推定 

 事業中断期間とは、想定される地震により建築物が被災した際、所定の機能を果たせない状態に

ある期間をいい、復旧期間とは、被災した建築物の機能を元通りに復旧するために要する期間をい

います。 

 電気施設、水道施設などいわゆるライフラインの被害が事業中断期間に影響する可能性がありま

すが、地域全体の被災による復旧能力の低下については考慮しません。 

当該建築物は耐震性能がよく、構造体の損傷程度の殆どが小破以下と推定されます。事業中断

期間は、○日。復旧期間は、ライフライン復旧後最大○日の期間と考えられます。 
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９．９ まとめ 

 耐震性能評価 ・・・ 所定の耐震性を満足している 

 地盤の液状化 ・・・ 液状化の可能性は低い 

 地震危険度 ・・・ 地表面最大加速度４００～４５０ガル（再現期間４７５年） 

 予想最大損失率（ＰＭＬ） ・・・ ○○％（９０％の非超過率） 

 事業中断及び復旧期間の推定 ・・・ ライフライン復旧後最大○日の期間 
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 １０．添付資料  
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１０．１ 現況写真 
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建物点検写真（建築） 
ＮＯ．１ 部位 屋上 ＮＯ．２ 部位 屋上 

評価 Ｃ  評価 Ｃ  

  
ドレン廻りに、障害物がみられます 
撤去・清掃が必要です 

コーキング部分に経年劣化がみられます 
 

 

ＮＯ．３ 部位 屋外階段 ＮＯ．４ 部位 屋外階段 

評価 Ｂ  評価 Ｂ  

  
特に異常ありません 定期的な塗装をお勧めします 
 

特に異常ありません 定期的な塗装をお勧めします 
 

 

ＮＯ．５ 部位 屋外階段 ＮＯ．６ 部位 屋外階段 

評価 Ｅ  評価 Ｅ  

  
避難経路です 物品を移動してく ださい 
 

避難経路です 物品を移動してく ださい 
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建物点検写真（建築） 
ＮＯ．７ 部位 屋上 ＮＯ．８ 部位 屋上パラペット 

評価 Ｂ  評価 Ｂ  

  
自然損耗があるも ほぼ良好です 経過を観察してください 
 

自然損耗があるも ほぼ良好です 経過を観察してください 
 

 

ＮＯ．９ 部位 屋上 ＮＯ．１０ 部位 外壁 

評価 Ｃ  評価 Ａ  

  
コーキング部分に経年劣化がみられます 

 

良好です 

 

 

ＮＯ．１１ 部位 外部階段室外壁 ＮＯ．１２ 部位 南面外壁 

評価 Ｃ  評価 Ｂ  

  
各階汚損がみられますので 定期的に清掃を推奨します 

 

自然損耗があるも ほぼ良好です 経過を観察してください 
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建物点検写真（建築） 
ＮＯ．１３ 部位 南面 ＮＯ．１４ 部位 南面 

評価 Ｄ  評価 Ｄ  

  
備品が越境しています 
 

備品が越境しています 
 

 

ＮＯ．１５ 部位 外壁西側 ＮＯ．１６ 部位 外部 

評価 Ａ  評価 Ｄ  

  
越境物もなく、良好です 

 

自主管理道路（船場後退線）内に自転車が乱雑に置かれてい

ます 

 

ＮＯ．１７ 部位 外部 ＮＯ．１８ 部位 外壁・サッシ 

評価 Ｄ  評価 Ｂ  

  
道路にゴミケースが置かれています 

 

特に異常ありません 定期的な清掃をお勧めします 
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建物点検写真（建築） 
ＮＯ．１９ 部位 外部 ＮＯ．２０ 部位 外部看板 

評価 Ｄ  評価 Ｅ  

  
自主管理道路（船場後退線）内にテラスがあります 通行の妨げ
にならないよう 配慮を推奨します 

道路に越境しています  
 

 

ＮＯ．２１ 部位 外部 北面・東面 ＮＯ．２２ 部位 ＥＶ機械室 

評価 Ｂ  評価 Ｂ  

  
特に異常ありません 定期的な清掃をお勧めします 

 

汚損があるも機能的に良好です 

 

 

ＮＯ．２３ 部位 ２階排煙窓 ＮＯ．２４ 部位 男子トイレ８階 

評価 Ｄ  評価 Ｄ  

  
建築基準法に定める開放装置の目印がありません 

 

クロスが剥がれています 
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建物点検写真（建築） 
ＮＯ．２５ 部位 ７階壁 ＮＯ．２６ 部位 ７階トイレ 

評価 Ｄ  評価 Ｄ  

  
クロスにクラックがあります 
 

壁クロスに汚損が目立ちます 
 

 

ＮＯ．２７ 部位 ７階トイレ ＮＯ．２８ 部位 湯沸し室 

評価 Ｄ  評価 Ｄ  

  
パイプスペースの点検口がありません 

 

湯沸し室の３方枠に塗装剥がれがみられます 

 

 

ＮＯ．２９ ４階トイレ ＮＯ．３０ ２階天井 

評価 Ｄ  評価 Ａ  

  
壁クロスに汚損が目立ちます 
 

異常ありません 
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建物点検写真（建築） 
ＮＯ．３１ 部位 エントランスホール ＮＯ．３２ 部位 エントランス天井 

評価 Ａ  評価 Ａ  

  
異常ありません 
 

異常ありません 
 

 

ＮＯ．３３ 部位 避難降下口 ＮＯ．３４ 部位 避難ハッチ 

評価 Ｅ  評価 Ｂ  

  
降下口に障害物が多数あります 

 

構造的異常はありませんが、避難に難があります 
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建物点検写真（電気） 
ＮＯ．１ 部位 変電設備 ＮＯ．２ 部位 変電設備架台 

評価 Ｂ  評価 Ｂ  

  
特に異常ありません 今後も保安協会による点検を続けてくださ
い 

特に異常ありません 定期的に ボルトの緩み、鉄部の劣化など
を点検下さい 

 

ＮＯ．３ 部位 ケーブルラック ＮＯ．４ 部位 階段室非常用照明 

評価 Ｃ  評価 Ａ  

  
もらい錆がでています 時機をみて補修が必要です 

 

特に異常ありません 

 

 

ＮＯ．５ 部位 各種弱電 ＮＯ．６ 部位 ＰＳ内 

評価 Ｂ 自火報、スピーカ、非常用照明 評価 Ｂ  

  
特に異常ありません 

 

特に異常ありません 
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建物点検写真（電気） 
ＮＯ．７ 部位 各種弱電 ＮＯ．８ 部位 ブースター 

評価 Ａ  評価 Ｂ  

  
特に異常ありません 
 

特に異常ありません 
 

 

ＮＯ．９ 部位 各種リモコン、スイッチ ＮＯ．１０ 部位 誘導灯 

評価 Ａ  評価 Ｂ  

  
特に異常ありません 

 

特に異常ありません 

 

 

ＮＯ．１１ 部位 Ｐ型受信機 ＮＯ．１２ 部位 ＭＤＦ 

評価 Ｂ  評価 Ａ  

  
特に異常はありません 

 

整理され、特に異常はありません 
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建物点検写真（電気） 

ＮＯ．１３ 部位 電気メーター、ブレーカー ＮＯ．１４ 部位 検針ユニット 

評価 Ｂ  評価 Ｄ  

  
特に異常ありません 

 

記録紙にインク汚れがみられます プリンタヘッド等点検が必要

です 

 

ＮＯ．１５ 部位 非常警報装置 ＮＯ．１６ 部位 ２階事務室 

評価 Ｂ  評価 Ｄ  

  
特に異常ありません 誘導灯が消灯していますが その先に避難経路がないためと思

われます。取り外す等明確にする必要があります 
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建物点検写真（設備） 

ＮＯ．１ 部位 ＥＶ機械室 ＮＯ．２ 部位 ＥＶ機械室 

評価 Ｂ 巻き上げ機 評価 Ｃ サーモ付き換気扇 

  
点検も受けており 特に異常ありません 

 

運転状況は、異臭、異音等の異常はありません 

 

 

ＮＯ．３ 部位 湯沸し室 ＮＯ．４ 部位 外部 

評価 Ｂ ミニキッチン 評価 Ｂ 避雷針 

  
経年劣化がみられます 計画的な修繕をお勧めします 

 

特に異常ありません 

 
 

ＮＯ．５ 部位 屋上 ＮＯ．６ 部位 トイレ 

評価 Ｅ 温水器 評価 Ｂ  

  
漏水がみられます 運転中以外に漏れている場合は、逃がし弁

等の故障の可能性があります 

異常ありません 
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建物点検写真（設備） 

ＮＯ．７ 部位 トイレ ＮＯ．８ 部位 湯沸し室 

評価 Ｂ  評価 Ｄ 混合カラン 

  
流水に異常はありません 

 

経年による緩みが顕著です 修繕をお勧めします 

 

ＮＯ．９ 部位 トイレ ＮＯ．１０ 部位 ２階バルコニー 

評価 Ｂ 手洗器 評価 Ｃ 空調室外機 

  
流水に異常はありません 

 

冷媒が旧冷媒（Ｒ２２）ですので次期更新時 新冷媒に交換して

ください 
 

ＮＯ．１１ 部位 ２階バルコニー ＮＯ．１２ 部位 １階バルコニー 

評価 Ｃ 室外機とラッキング 評価 Ｄ 室外機 

  
汚損が顕著です 清掃・維持管理が必要です 

 

室外機の吹き出し口廻りに物品があります 能力の低下につな

がりますので整理が必要です 
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建物点検写真（設備） 

ＮＯ．１３ 部位 １階東面 ＮＯ．１４ 部位 エレベーター 

評価 Ｄ 室外機 評価 Ｂ  

  
室外機と隣地との空きが 少なく  熱風のショ ートサーキットで能

力の低下につながります 配置の移動が必要です 

自然損耗あるも 良好です 

遮煙区画がありません 

 

ＮＯ．１５ 部位 外部 ＮＯ．１６ 部位 外部 

評価 Ｄ 送水管 評価 Ｂ ガスメーター 

  
消防活動の妨げになっています 

 

特に問題は見られません 

 
 

ＮＯ． 部位 ＮＯ． 部位  

評価   評価   
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１０．２ 提供書類 

 

本建物調査にあたり、別紙依頼書類「エンジニアリング・レポート作成に際しご提供いただきたい書

類」のうち、提示頂いた資料は次のとおりです 
重
要

度 
項   目 備   考 

  （１） 全般   

◎ 1 土地登記簿謄本  

◎ 2 建物登記簿謄本  

○ 3  履歴調書 

◎ 4 ボーリングデータ  

    

  （２） 確認申請・完了検査関連   

● 1 建築確認申請副本  

◎ 2 建築確認済証  

◎ 3 建築基準法第１２条３項報告書  

◎ 5 検査済証（建築物）  

◎ 6 検査済証（昇降機）  

◎ 7 検査済証（消防用設備など） 消火器、自火報、避難器具、誘導灯、連結送水管 

● 8 構造計算書 建築確認申請副本にある場合もあり 

        

  （３） 設置届・使用届関連   

○ 3 消防用設備等着工届出書 屋内消火栓、自動火災報知設備など 

○ 4 消防用設備等設置届 屋内消火栓、自動火災報知設備など 

◎ 5 消防用設備検査結果通知書 屋内消火栓、自動火災報知設備など 

        

  （４） 積算・施工関連   

● 1 竣工図（建築）   

● 2 竣工図（設備）   

◎ 6 修繕記録・費用実績・メンテナンスレポート ５００万円以上の工事は内訳明細書 

        

  （５） 定期検査関連   

● 2 建築設備定期検査報告書 換気、排煙、非常用照明、昇降機、給排水 

● 3 （消防）立入検査結果通知書   

◎ 5 
建物における衛生的環境の確保に関する法律

に基づく指導票及び報告書等 
水槽検査、水質検査 

        

  （６） その他   

○ 9 
建物管理業務委託契約書（建物運営・環境衛

生・設備管理・清掃） 
賃貸借契約書兼管理業務委託契約書 

○ 10 
自動販売機設置契約書、携帯電話基地局設置

契約書等、それに類する契約書 
  

○ 11 建物館内規則   

以上 
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 エンジニアリング・レポート作成必要書類 
物件名： ○○○○ビル 佐賀建築まち設計室 監修「２００８年版」 

重

要
度 

項   目 備   考 

  （１） 全般   

◎ 1 土地登記簿謄本 法務局備付公図もあれば提出願います 

◎ 2 建物登記簿謄本 法務局備付建物図面もあれば提出願います 

○ 3 建築前土地利用状況図 対象敷地と周辺 

◎ 4 ボーリングデータ 建築確認申請副本に添付されている場合もあります 

  （２） 確認申請・完了検査関連   

● 1 建築確認申請副本   

◎ 2 建築確認済証 １９９８年以前では、建築確認通知書 

◎ 3 建築基準法第１２条３項報告書   

◎ 4 中間検査合格証 １９９８年改正法 

◎ 5 検査済証（建築物）   

◎ 6 検査済証（昇降機・工作物など）   

◎ 7 検査済証（消防用設備など）   

● 8 構造計算書 建築確認申請副本にある場合もあり 

○ 9 構造評定書 高さ４５ｍ超の建築物など 

◎ 10 開発許可通知書   

◎ 11 宅地造成等許可通知書   

        

  （３） 設置届・使用届関連   

○ 1 防火対象物使用届（建築・設備）   

◎ 2 防火対象物検査結果通知書   

○ 3 消防用設備等着工届出書 屋内消火栓、自動火災報知設備など 

○ 4 消防用設備等設置届 屋内消火栓、自動火災報知設備など 

◎ 5 消防用設備検査結果通知書 屋内消火栓、自動火災報知設備など 

○ 6 火を使用する設備等の設置届出書 ボイラーなど 

◎ 7 火を使用する設備等の検査結果通知書 ボイラーなど 

○ 8 少量危険物の貯蔵取扱届出書 油タンクなど 

○ 9 電気設備設置届出書 変電設備、発電設備、蓄電池設備など 

◎ 10 電気設備設置検査結果通知書 変電設備、発電設備、蓄電池設備など 

        

  （４） 積算・施工関連   

● 1 竣工図（建築）   

● 2 竣工図（設備）   

● 3 竣工図（構造）   

● 4 工事費内訳明細書 請負契約書 

◎ 5 大規模増改築設計図書   

◎ 6 修繕記録・費用実績 ５００万円以上の工事は内訳明細書 

        

  （５） 定期検査関連   

● 1 特殊建築物等定期調査報告書   

● 2 建築設備定期検査報告書 換気、排煙、非常用照明、昇降機、給排水 

● 3 （消防）立入検査結果通知書   

◎ 4 消防立入検査結果改修（計画）報告書   

◎ 5 
建物における衛生的環境の確保に関する法律

に基づく指導票及び報告書等 
水槽検査、水質検査、粉塵、ＣＯ濃度 

○ 6 空気環境測定の結果報告書   

        

  （６） その他   

◎ 1 ヒアリングシート回答書   

○ 2 バリアフリー法に基づく協定書・報告書 ハートビル法の場合もある 
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● 3 アスベスト関連報告書 調査・対策報告書 

● 4 ＰＣＢ保管体制及び報告書   

◎ 5 耐震診断報告書 新耐震基準適用前（１９８１年５月３１日以前）の建物 

◎ 6 土壌・地質調査報告書   

○ 7 緑化計画書・完了書 図面等 

○ 8 公的機関・近隣住民協定書 電波障害対策など 

○ 9 
建物管理業務委託契約書（建物運営・環境衛

生・設備管理・清掃） 
賃貸借契約書兼管理業務委託契約書 

○ 10 
自動販売機設置契約書、携帯電話基地局設置

契約書等、それに類する契約書 
  

○ 11 建物館内規則   

◎ 12 建物状況調査報告書 あれば 

◎ 13 地震リスク調査報告書 あれば 

◎ 14 土壌調査報告書 あれば 

        
  ●：極めて重要な資料 ◎：重要な資料 ○：相応の関連がある資料 
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１０．３ 環境リスク診断補足資料 
 

 
 

 

旧住宅地図、土地・建物登記簿謄本、航空写真 等 
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１０．４ 地震リスク診断補足資料 

 

 

 

 
気象庁震度階級関連解説表（出典：気象庁 HP より） 
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大阪の活断層 
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液状化の危険度図 

 

 

 

上町断層による被害予測 

 

生駒活断層による被害予測 

 

南海トラフによる震度予測 
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大阪府に被害を及ぼした主な地震 

 
 
※主な被害は府内の被害。府内の被害が特定できない場合は（ ）内に全体の被害を記述。  
※平成７年兵庫県南部地震の死者は平成８年１２月２６日現在、負傷者他は平成 ８年１１月１８日現在のものである。  
［註］  
理科：理科年表 １９９７  
総覧：新編 日本被害地震総覧 ［増補改訂版４１６－１９９５］  
地域：大阪府地域防災計画  
消防 ：消防庁調べ（平成８年１１月１８日及び平成８年１２月２６日）  
飯田：昭和１９年１２月７日東南海地震の震害と震度分布、１９７７ 愛知県防災会議 
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■ 大阪府とその周辺における小さな地震まで含めた最近の浅い地震活動（Ｍ２以上、１９７６年～１９９５年、深さ３０ｋｍ以浅） 
 

  
 
 

 
 
有馬－高槻構造線の北側では、定常的に地震活動が見られる。奈良県との県境にある金剛山地や和歌山県との県境にある和泉

山脈に沿って地震活動が見られる。また、大阪湾にも地震活動が見られる。（赤と茶色の線は確実度Ⅰ，Ⅱの活断層）  

 

 

 
 

主な地震と耐震法規の変遷 
地震名 発生年月 規模 耐震法規 地震関連の基準、制度、会議等 

関東大震災 １９２３．９ Ｍ７．９ 
１９２０ 市街地建築物法施行規則 
１９２４ 市街地建築物法改正 

「地震力Ｋ＝０．１」 

１９２４ 
 柱、筋交い規定 

東南海地震 １９４４．１２    

福井地震 １９４８．６ Ｍ７．１ １９５０ 建築基準法制定 
「地震力Ｋ＝０．２」 

１９５０ 
 壁の倍率、必要壁量の規定 

十勝沖地震 １９６８．５ Ｍ７．９ 建築基準法施行令改正 
「柱のせん断補強の強化」 

１９６９ 
 地震予知連絡会発足 

宮城県沖地震 １９７８．６ Ｍ７．４ １９８１ 建築基準法施行令大改正 
「新耐震設計法」の施行 

 

兵庫県南部地震 １９９５．１ Ｍ７．３ １９９５ 建築物の耐震改修の促進に関す

る法律制定 
 

新潟県中越地震 ２００４．１０   
２００４ 
 木造住宅の耐震診断と補強方
法刊行 
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兵庫県南部地震の地震被害 
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大阪府とその周辺の主な被害地震（～１９９７年６月） 

 
 

凡 例 
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近畿地方とその周辺の地震被害 ～１８８４ 
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近畿地方とその周辺の地震被害 １８８５～１９９７ 
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１０．５ 修繕更新費用資料 
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１０．６ 設計図書類資料 
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